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施設の名称

所在地

施設外観（写真） アクセスマップ

施設情報

①多目的大ホール：９３名　机、椅子
②町民活動支援室：３３名　机、椅子
③生活訓練室（調理室）
④和室
⑤第１会議室：１８名　机、椅子
⑥第２会議室：１８名　机、椅子
⑦多目的小ホール：２１名　机、椅子

施設管理者
市町村における公共施設　・　市町村で把握している民間施設　・　その他施設　

各市町村におけるＮＰＯの活動拠点や活動場所として使用できる施設情報

四万十町東庁舎

四万十町琴平町16-17

四万十町

施設内写真 施設平面図

利用時間 休館日

利用料金

⑦多目的小ホール：２１名　机、椅子

午前９時から午後１０時 12月29日から翌年１月３日

【基本使用料】
①多目的大ホール：３，２４０円
②町民活動支援室：１，６２０円
③生活訓練室（調理室）：１，０８０円
④和室：１，０８０円
⑤第１会議室：１，０８０円
⑥第２会議室：１，０８０円
⑦多目的小ホール：１，６２０円
※町外の方が使用する場合は規定使用料の５０％に相当する額が加算される。
※基本使用料は使用時間４時間までの額とする。追加使用料は超過時間１時間
ごとに加算する。



利用料減免措置 有　・　無
（有の場合）
対象者

利用条件等

施設電話番号 施設ＦＡＸ

施設ホームページ

メールアドレス：

０８８０－２２－３１２３

【遵守事項】
①建物その他の工作物を汚損又は損壊するおそれがある行為をしないこと。
②みだりに火器を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
③許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
④許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布しないこと。
⑤許可を受けないで、付属施設をセンターの外に持ち出さないこと。
⑥その他管理上必要な指示に従うこと。

市町村担当課
四万十町役場　総務課

ＴＥＬ：０８８０－２２－３１１１ https://www.town.shimanto.lg.jp/mail/

http://www.town.shimanto.lg.jp/

利用目的（地域振興等）により減免措置あり
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